
資料１

和光市国民健康保険税条例の改正について

【目的】

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第２６４号）において、国

民健康保険税の減額に係る所得の基準について、基礎控除額を４３万円に引き上げ

る等の改正が行われていることから、当市においても同様の改正を行います。

【内容】

１ 主な改正内容

保険税軽減判定基準額

【現行】

７割軽減基準額＝基礎控除額 (33 万円 )

５割軽減基準額＝基礎控除額 (33 万円 )+28.5 万円× (被保険者数 )

２割軽減基準額＝基礎控除額 (33 万円 )+52 万円× (被保険者数 )

【改正後】

７割軽減基準額＝基礎控除額 (43 万円 )+10 万円× (給与所得者等の数（※）－1)

５割軽減基準額＝基礎控除額 (43 万円 )+10 万円× (給与所得者等の数（※）－1)

+28.5 万円× (被保険者数 )

２割軽減基準額＝基礎控除額 (43 万円 )+10 万円× (給与所得者等の数（※）－1)

+52 万円× (被保険者数 )

※一定の給与所得者（給与収入 55 万円超）と公的年金等に係る所得を有する者

（公的年金等の収入金額 60 万円超 (65 歳未満 )又は 110 万円超 (65 歳以上 )）

２ 施行期日

令和３年１月１日


